
稲沢市コミュニティバス有料広告掲載に関する要綱  

（目的）  

第１条  この要綱は、稲沢市が運行するコミュニティバスを広告媒体と

して民間企業等の広告を掲載することにより、市の新たな財源を確保

し、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目

的とする。  

（広告の範囲）  

第２条  掲載することができる広告の範囲は、次の各号のいずれにも該

当しないものとし、広告に記載するＵＲＬ、ＱＲコード等から閲覧す

ることができるウェブページ（以下「ウェブページ」という。）につい

ても同様の取扱いとする。  

⑴  市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの  

⑵  法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの  

⑶  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）第２条に規定する営業に該当するもの  

⑷  公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの  

⑸  政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類す

るもの  

⑹  貸金業法（昭和５８年法律第３２号）第２条に規定する貸金業に

関するもの  

⑺  市が推奨しているものと誤解を招くおそれがあるもの  

⑻  青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの  

⑼  その他市長が広告媒体に掲載する広告として適当でないと認める



もの  

 （広告の規格等）  

第３条  広告の規格等は、次のとおりとする。  

⑴  規格  縦５０センチメートル以内、横１３０センチメートル以内

のマグネットシート（掲載期間中における剥離又は広告撤去に際し

て、コミュニティバスの塗装の剥離が生じないものとしなければな

らない。）  

⑵  枠数  ８枠（コミュニティバス４台の車体の側面に各１枠）  

⑶  掲載位置  コミュニティバス車体の側面で、市長が定める位置  

⑷  掲載料  １枠当たり年額１８０，０００円（年度の途中から広告

を掲載した場合は、掲載期間の月数に１５，０００円を乗じて得た

額）  

（掲載期間）  

第４条  広告の掲載期間は、１２月とする。ただし、年度の途中から広

告を掲載した場合は、当該年度の末日までを限度とする。  

２  前項の掲載期間には、広告の掲載及び撤去作業に要する期間を含む

ものとする。  

３  広告掲載の開始日及び終了日は、市長が別に定める。  

４  前項の場合において、掲載を開始した日が月の途中であるときは、

当該月の末日までの期間を１月とみなす。  

（広告の募集）  

第５条  広告の掲載を希望する者（以下「申込者」という。）の募集の方

法は、市の広報紙、ホームページ等により行うものとする。  



（広告掲載の申込み）  

第６条  申込者は、有料広告掲載申込書（様式第１）に広告案を添えて、

市長に提出しなければならない。  

（広告案の審査及び決定）  

第７条  市長は、前条の規定による広告掲載の申込みがあったときは、

当該広告の内容等について審査し、その掲載の可否を決定するものと

する。  

２  前項の審査の結果、その内容が適当であると認められるものが広告

掲載枠数を超えるときは、抽選により広告掲載を決定するものとする。

ただし、募集期間内に応募がなく、募集期間後も募集を延長している

場合は、受付順とする。  

３  市長は、広告掲載の可否を決定したときは、有料広告掲載（不掲載）

決定通知書（様式第２）により、その結果を申込者に通知するものと

する。  

（広告掲載料の納入）  

第８条  前条第３項の規定により広告掲載をする旨の決定通知を受けた

申込者（以下「広告主」という。）は、市長の指定する期日までに、広

告掲載料を一括納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があ

ると認めたときは、この限りでない。  

 （費用負担等）  

第９条  広告物の作成、掲載及び撤去作業は広告主の責任において行い、

その費用は当該広告主が負担するものとする。  

２  広告物の撤去作業等によりコミュニティバスの塗装の剥離その他破



損が生じた場合は、当該広告主の責任において原状に回復するものと

する。  

（広告物の作成及び提出）  

第１０条  広告主は、広告物を市が指定する方法で自己の負担により作

成し、指定期日までに市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の規定により広告物の提出があったときは、その内容

について、有料広告掲載申込書の記載内容及び広告案と相違していな

いことを確認するものとする。  

３  市長は、前項の場合において、提出のあった広告物の内容が、有料

広告掲載申込書の記載内容及び広告案と相違していると認めたときは、

広告主に対し広告物又はウェブページの変更を求めるものとする。  

（広告等の変更）  

第１１条  広告主は、第４条第１項に規定する掲載期間ごとに広告又は

ウェブページを変更することができる。  

２  広告主は、前項の規定により広告又はウェブページを変更しようと

するときは、市長が別に定める期日までに、有料広告掲載変更申込書

（様式第３）にて申し出なければならない。  

３  第７条及び前条の規定は、前項の規定による広告又はウェブページ

の変更について準用する。この場合において、第７条第３項の規定に

よる通知は、有料広告掲載変更承認（不承認）通知書（様式第４）に

よるものとする。  

 （広告物の修復）  

第１２条  広告の掲載期間中に市の責に帰する事由により広告物の破損



等が生じた場合は、市が原状に回復するものとする。  

２  市は、経年に起因する広告物の劣化（走行中における広告物の紛失

を含む。）については、その責を負わない。ただし、盗難による広告物

の紛失については、その限りでない。  

（広告掲載の決定の取消し）  

第１３条  市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の

決定を取り消すことができる。  

⑴  広告物が指定期日までに提出されなかったとき。  

⑵  広告掲載料が指定期日までに納入されなかったとき。  

⑶  広告物が広告案と著しく相違するとき。  

⑷  前各号に掲げるもののほか、市長が特に広告掲載を適当でないと

認めたとき。  

（広告掲載の取下げ）  

第１４条  広告主は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることが

できるものとする。  

２  前項の規定により広告掲載を取り下げようとする広告主は、書面に

より市長に申し出なければならない。  

３  第１項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納入済みの広告

掲載料は、返還しない。  

（広告掲載料の還付）  

第１５条  広告掲載の開始前において、広告主の責めに帰すことのでき

ない理由により広告が掲載できなかったときは、納入された広告掲載

料を還付する。  



２  広告掲載期間中に、広告主の責めに帰すことのできない理由により

広告が掲載できなかったときは、掲載できなかった期間に応じ、広告

掲載料を還付する。この場合において、還付する額は、１日当たりの

広告掲載料の額（納入された広告掲載料を当初の広告掲載日数で除し

て得た額とする。）に掲載できなかった日数を乗じて得た額（その額に

１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。  

３  前２項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。  

（広告主の責任等）  

第１６条  広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとし、

ウェブページについても、同様の取扱いとする。  

２  広告主は、広告掲載に関連して第三者に損害を与えた場合は、広告

主の責任及び負担において解決するものとする。  

３  広告主は、市税等を完納している者でなければならない。  

４  広告主は、広告掲載の権利を第三者に譲渡してはならない。  

５  第１３条の規定により広告掲載を取り消したとき、又は第１４条の

規定により広告主の意思で広告掲載を取り下げたときは、それによっ

て生じる一切の費用を広告主が負担する。  

（免責）  

第１７条  市が広告掲載に関して損害賠償責任を負った場合は、当該損

害賠償額は広告掲載料を超えないものとする。  

 （協議）  

第１８条  この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、市

長と広告主双方が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。  



（補則）  

第１９条  この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項

は、市長が別に定める。  

付  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  

 （準備行為）  

２  広告掲載に関する手続その他この要綱を施行するために必要な準備

行為は、この要綱の施行前において行うことができる。  


